
佐世保市子ども未来部
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国の動向・次期プラン策定について

事前配付資料３



国の動向（その１）：こども家庭庁の創設
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国の動向（その２）：こども基本法の制定①
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国の動向（その２）：こども基本法の制定②（条文一部抜粋）
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国の動向（その３）：こども未来戦略方針①



⇒子ども未来部所管
業務

※従来の妊娠・出産から子育て期
における各種支援
⇒ さらなる拡充

＋

「自営業・フリーランスの育児
期間の保険料免除」

「男性育休取得推進」

「住宅支援」

「看護休暇」

「授業料減免」「授業料後払い」

概 要

国の動向（その３）：こども未来戦略方針②
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本市の子ども・子育てに関するマスタープランである「第２期新させぼっ子未来プラン」は、令和7年３月末が計画の終期となっ
ている。

令和5年4月1日に施行された「こども基本法」第10条第2項において、国のこども大綱を勘案した市町村こども計画を定めると新
たに規定されたことから、既存の次世代育成支援行動計画等と一体のものとして令和7年4月を始期とする次期プラン（佐世保市こ
ども計画）の策定に着手するもの。

◎ 策定期間：令和5年度～6年度 ◎ 計画期間：令和7年度～11年度

◆ させぼっ子未来プラン策定事業 事業スケジュール（見直し後）

※国から発出される「こども大綱」の閣議決定が、
「秋頃」から「年内」に変更となり、遅れが生じてい
るため、事業スケジュールの見直しを行った。

させぼっ子未来プラン策定事業 事業概要
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